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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成 23 年 4 月分～平成 24 年 3 月分）について

平成 23 年 4 月分から平成 24 年 3 月分までの事務処理誤り等の件数等につい

て、別添のとおりお知らせいたします。この内容は、これまで毎月公表してきた事

務処理誤り等の件数等を整理したものです。

なお、日本年金機構においては、引き続き、事務処理誤り等の再発防止に努め

てまいります。

平成２４年９月７日

（照会先）

品質管理部長 竹村 英機

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成23年 4月分～平成24年 3月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（社会保険庁時代のものを含む。以下「事務処理誤り等」とい

う。）について、平成23年 4月～平成24年 3月に、本部担当部署及び年金事務所等の

事務処理誤り等の詳細な報告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了し

たものを取りまとめたもの。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた2,347件のうち、公表可能な

1,791件及びシステム事故等12件については、各月分の公表事案としてその概要を日本年金機構ＨＰ

に掲載しています。

・また、今回取りまとめた2,347件のうち、社会保険庁時代に発生した事務処理誤り等が585件

（24.9％）であり、機構発足以降に発生した事務処理誤り等は1,762件（75.1％）となっています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の2,347件を対象とし

ています。

１ 事務処理誤り等区分別件数

○ 事務処理誤り等区分別件数の内訳を見ると、2,347件のうち、「確認・決定誤り」が最

も多く（990件（42.2％））、以下、「未処理・処理遅延」（347件（14.8％））、「事

故等」（297件（12.6％））、「入力誤り」（227件（9.7％））、「誤送付・誤送信」

（146件（6.2％））、「通知書等の作成誤り」（141件（6.0％））の順となっている。

（１）受付時の書類管理誤り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件（ 0.3%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 990件（42.2%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 347件（14.8%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 227件 ( 9.7%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 141件（ 6.0%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 146件（ 6.2%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕
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（７）説明誤り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134件（ 5.7%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33件（ 1.4%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26件（ 1.1%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 297件（12.6%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、お客様への不審電話等、通常の業務処理の流れの

中での誤りには該当しないもの〕

合計 2,347件（100.0%）

２ 制度等別件数

○ 事務処理誤り等の制度等別件数の内訳を見ると、2,347 件のうち、「年金給付関係」が

最も多く（1,048 件（44.7％））、以下、「国民年金徴収関係」（408 件（17.3％））、「厚

生年金適用関係」（363件（15.5％））の順となっている。

（１）厚生年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 363件 （15.5%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107件 ( 4.6%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 149件 （ 6.3%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 408件 （17.3%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,048件 （44.7%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （ 0.0%）

（７）その他 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 272件 （11.6%）

合計 2,347件（100.0%）

３ 制度等別・事務処理誤り等区分別内訳

○ 事務処理誤り等の制度等別・事務処理誤り等区分別件数の内訳を見ると、2,347件のう

ち、「年金給付関係」の「確認・決定誤り」が最も多く（621件（26.5％））、以下、「そ

の他」の「事故等」（272件（11.6％））、「年金給付関係」の「未処理・処理遅延」（137

件（5.8％））の順となっている。
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表 １ 制度等別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

2 102 52 82 14 91 7 8 1 4 363 

(0) (18) (9) (14) (3) (19) (1) (2) (0) (1) (67)

厚生年金

徴収関係

1 56 19 8 8 11 1 2 0 1 107 

(1) (18) (8) (3) (4) (2) (0) (1) (0) (1) (38)

国民年金

適用関係

1 76 29 23 2 4 8 4 0 2 149 

(1) (13) (4) (3) (0) (0) (2) (0) (0) (2) (25)

国民年金

徴収関係

2 135 110 59 56 15 21 3 0 7 408 

(0) (28) (19) (11) (4) (1) (6) (1) (0) (2) (72)

年金給付

関係

0 621 137 55 61 25 97 16 25 11 1,048 

(0) (140) (33) (18) (6) (7) (23) (2) (5) (6) (240)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 272 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (114) (114)

計
6 990 347 227 141 146 134 33 26 297 2,347 

(2) (217) (73) (49) (17) (29) (32) (6) (5) (126) (556)
（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

４ 事務処理誤り等の原因

○ 事務処理誤り等の原因別件数の内訳を見ると、2,347件のうち、「確認不足」が最も多

く（1,573件（67.0％））、以下、「届書等の放置」（294件（12.5％））、「その他」

（293件（12.5％））、「適用・認識誤り」（187件（8.0％））の順となっている。

（１）原因別件数

① 確認不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,573件（67.0%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 187件（ 8.0%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置 ・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 294件 (12.5%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 293件（12.5%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 2,347件（100.0%）
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（２）原因別･事務処理誤り等区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

確認不足
4 876 49 223 132 145 85 26 25 8 1,573 

(1) (186) (12) (48) (15) (28) (19) (5) (5) (3) (322)

適用・認識誤り
0 113 13 2 9 0 48 0 1 1 187 

(0) (31) (5) (1) (2) (0) (12) (0) (0) (0) (51)

届書等の放置
2 1 284 2 0 0 1 4 0 0 294 

(1) (0) (55) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (57)

その他
0 0 1 0 0 1 0 3 0 288 293 

(0) (0) (1) (0) (0) (1) (0) (1) (0) (123) (126)

計
6 990 347 227 141 146 134 33 26 297 2,347 

(2) (217) (73) (49) (17) (29) (32) (6) (5) (126) (556)
（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

確認不足
295 88 108 284 798 0 0 1,573 
(50) (30) (15) (46) (181) (0) (0) (322)

適用・認識誤り
17 4 10 28 128 0 0 187 
(6) (2) (3) (10) (30) (0) (0) (51)

届書等の放置
45 14 29 88 118 0 0 294 
(9) (5) (5) (12) (26) (0) (0) (57)

その他
6 1 2 8 4 0 272 293 

(2) (1) (2) (4) (3) (0) (114) (126)

計
363 107 149 408 1,048 0 272 2,347 
(67) (38) (25) (72) (240) (0) (114) (556)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

○ 事務処理誤り等による影響額別件数の内訳を見ると、2,347 件のうち、「影響額なし」

が最も多い（1,261件（53.7％））ものの、「影響額あり」が1,086件（46.3％）あり、

そのうち影響額が100万円以上500万円未満のものは196件（8.4％）、500万円以上の

ものは42件（1.8％）であった。

○ 事務処理誤り等による事象別件数の内訳で見ると、未払い事案が 466 件（総額 6.1 億

円、平均額131.0万円）、過払い事案が255件（総額2.5億円、平均額99.7万円）、未

徴収事案が145件（総額1.1億円、平均額76.0万円）となっている。

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
213 40 98 332 310 0 268 1,261 
(44) (16) (17) (52) (82) (0) (114) (325)

１万円未満
16 18 4 31 29 0 1 99 
(2) (6) (2) (6) (7) (0) (0) (23)

１万円以上

５万円未満

23 5 15 17 84 0 1 145 
(4) (2) (3) (4) (20) (0) (0) (33)

５万円以上

１０万円未満

23 11 4 6 72 0 0 116 
(5) (2) (0) (3) (19) (0) (0) (29)

１０万円以上

５０万円未満

48 18 19 19 247 0 1 352 
(4) (6) (1) (7) (51) (0) (0) (69)

５０万円以上

１００万円未満

19 7 3 3 104 0 0 136 
(4) (2) (0) (0) (22) (0) (0) (28)

１００万円以上

５００万円未満

19 5 6 0 165 0 1 196 
(4) (3) (2) (0) (33) (0) (0) (42)

５００万円以上
2 3 0 0 37 0 0 42 

(0) (1) (0) (0) (6) (0) (0) (7)

計
363 107 149 408 1,048 0 272 2,347
(67) (38) (25) (72) (240) (0) (114) (556)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の未確定のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 255 254,290,057 997,216 

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 466 610,615,121 1,310,333 

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 135 56,194,945 416,259 

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 145 110,228,103 760,194 

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 18 2,893,522 160,751 

その他 67 113,742,080 1,697,643 

計 1,086 1,147,963,828 1,057,057 

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

過払いと未払いがある件 18件 74,448,408円 過徴収と未徴収がある件 9件 4,725,002円

過払いと過徴収がある件 9件 3,956,005円 過徴収と誤還付がある件 2件 283,978円

過払いと未徴収がある件 5件 1,433,665円 過払いと未払いと過徴収がある件

過払いと誤還付がある件 5件 5,022,482円 1件 3,419,475円

未払いと過徴収がある件 7件 13,460,515円 詐欺による被害 3件 535,005円

未払いと未徴収がある件 3件 2,486,925円 職員の横領 1件 2,634,843円

未払いと誤還付がある件 4件 1,335,777円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 831件 （35.4%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 1,281件 (54.6%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 235件 （10.0%）

合計 2,347件（100.0%）

Ⅲ システム誤りに伴う事故等

影響額なし 8件 0円

過払い 3件 4,344,326 円

過払いと未払いがある件 1件 15,755,023 円

合計 12件 20,099,349 円
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Ⅳ 日本年金機構の取組

日本年金機構においては、事務処理誤りについて、職員から再発防止策や業務改善に係

る意見募集を行った上で、その対策を検討し、可能なものから順次、業務改善を行うとと

もに、研修等により事務処理誤りの防止に努めています。

《平成２３年度の取組状況》

○ 平成２２年７月に取りまとめた「事務処理誤り総合再発防止策」に基づき、次のシス

テム改善を実施しました。

・国民年金被保険者資格取得届に係るシステム改善

・厚生年金保険適用関係届書に係る決定通知書等への社会保険労務士コードの印字

・２０歳到達日直前での厚生年金保険取得時における入力システムの改善

・二以上事業所勤務被保険者に係る事務処理システムの改善

・裁定中表示の期間における資格取得届、資格喪失届の入力処理の改善

○ 職員や現場によって業務処理が異なることのないよう、全国統一的な業務の標準化を

図るため、随時、業務処理マニュアルを改正しました。

○ また、業務処理マニュアルの徹底を図ることを目的として、ブロック本部のマニュア

ルインストラクター全員を対象とした研修を実施しました。

《平成２４年度の取組》

○ 平成２４年度においては、組織全体で事務処理誤りの削減・再発防止に徹底して取り

組むため、システム改善や業務の標準化の取組に一層努めるとともに、本年中を目途

に、新たな「総合再発防止対策」を策定し、具体的な取組を進めることとしています。


